（開示様式例）ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
この開示様式例は実務上の便宜のため参考として掲載しているものです。

開示資料の作成にあたっては、「開示事項及び開示・記載上の注意」を必ずご参照ください。
○○年○○月○○日
各　位
会 社 名
○○○○株式会社
代表者名
代表取締役社長　○○　○○

（コード：○○○○、○○○○市場）
問合せ先
取締役広報・ＩＲ部長　○○　○○

（TEL．○○－○○○○－○○○○）
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
当社は、○○年○○月○○日開催の取締役会において、以下のとおり、ＭＢＯ（＊）の一環として行われる○○○○株式会社による当社株券に対する公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、株主の皆様に応募を推奨することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きを経て当社を完全子会社とすることを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
（＊）本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）であり、当社経営陣からの出資による公開買付者が当社取締役会との合意に基づきその支配権を取得するために行うものです。
１．公開買付者の概要
	（１）
	名称
	○○○○株式会社

	（２）
	所在地
	○○県○○市○○△－△－△

	（３）
	代表者の役職・氏名
	

	（４）
	事業内容
	

	（５）
	資本金
	

	（６）
	設立年月日
	

	（７）
	大株主及び持株比率
	

	（８）
	上場会社と公開買付者の関係

	
	資本関係
	

	
	人的関係
	

	
	取引関係
	

	
	関連当事者への
該当状況
	


＜個人の場合＞
	（１）
	氏名
	○○　○○

	（２）
	住所
	○○県○○市

	（３）
	上場会社と
公開買付者の関係
	


＜ファンドの場合＞
	（１）
	名称
	○○○○ファンド（ケイマン）、エル・ピー

	（２）
	所在地
	1000 West Bay, Seven Mile Beach, Grand Cayman Cayman Islands

	（３）
	設立根拠等
	ケイマン諸島免税リミテッド・パートナーシップ法に基づくLPS（Limited Partnership）

	（４）
	組成目的
	△△△△株式会社グループが、自社の事業である◎◎◎◎事業と関連の深い○○○○関連事業に投資を行うため組成されたものです。

	（５）
	組成日
	○○年○○月○○日

	（６）
	出資の総額
	

	（７）
	出資者・出資比率
・出資者の概要
	１．**.**％　○○　○○　
（△△△△株式会社代表取締役です。）
２．**.**％　○○○○株式会社
（△△△△株式会社代表取締役○○　○○氏が個人で全額出資する○○関係の事業に投資することを専門とした会社です。）
３．**.**％　○○○○投資事業組合
（△△△△株式会社の子会社である□□□株式会社が出資する○○関係の事業に投資することを目的とした投資ビークルです。）

	（８）
	業務執行組合員の概要
	名称
	○○○○株式会社

	
	
	所在地
	○○県○○市○○△－△－△

	
	
	代表者の
役職・氏名
	

	
	
	事業内容
	

	
	
	資本金
	

	（９）
	国内代理人の概要
	名称
	○○○○株式会社

	
	
	所在地
	○○県○○市○○△－△－△

	
	
	代表者の
役職・氏名
	

	
	
	事業内容
	

	
	
	資本金
	

	（10）
	上場会社と当該
ファンドとの間の関係
	上場会社と
当該ファンド
との間の関係
	

	
	
	上場会社と業務執行組合員との間の関係
	

	
	
	上場会社と
国内代理人
との間の関係
	


２．買付け等の概要
	公開買付けの目的
	

	買付け等の期間
	

	買付け等の価格
	

	買付予定数の上限
	

	買付予定数の下限
	


３．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由等
（１）意見の内容
（２）意見の根拠及び理由
（３）公開買付けの公正性を担保するための措置
＜利益相反を回避するための措置を実施している場合には、その内容も含めて記載する。＞
（４）公開買付け後の組織再編等の方針
（５）上場廃止等となる見込み及びその事由
（６）公開買付けに係る重要な合意
（７）その他公開買付けに関する重要な事項
４．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容
該当事項はありません。
５．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針該当事項はありません。
６．公開買付者に対する質問
該当事項はありません。
７．公開買付期間の延長請求
該当事項はありません。
８．今後の見通し
９．ＭＢＯ等に関する事項
（１）一般株主にとって公正であることに関する特別委員会の意見
本取引は・・・のため、有価証券上場規程第４４１条に規定される「ＭＢＯ等に係る遵守事項」が適用されます。そのため当社は、特別委員会から○○年○○月○○日付で、当該取引等が一般株主にとって公正なものである旨の意見を取得しています。詳細は、当該意見の内容が記載された添付資料をご参照ください。
（２）少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況＜支配株主その他施行規則で定める者が関連する場合に限る。＞
本取引は、支配株主その他施行規則で定める者が関連する取引にも該当します。当社が、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に関する本取引における適合状況は、以下のとおりです。
なお、○○年○○月○○日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

（３）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
＜本行為に伴い、ガバナンス又は株主保有株式の処分若しくは買増し等に関する合意を締結する場合＞
○．企業・株主間のガバナンスに関する合意又は株主保有株式の処分若しくは買増し等に関する合意の内容及び目的
（１）当該合意の内容及び目的

（２）ガバナンスへの影響＜株主保有株式の処分若しくは買増し等に関する合意を締結する場合には不要＞
＜その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項を記載する。＞
以　上
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